
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
三
件

二
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

二
五

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

二
五

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

二
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

二
六

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
六

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
七

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
件

二
七

告

示

福
島
県
告
示
第
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
田
高

原
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
令

和
四
年
一
月
十
八
日
認
可
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
達
土

地
改
良
区
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
九
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
一

月
十
八
日
認
可
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
中

央
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
四
年
一
月
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十
八

日
認
可
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
深
野

北
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土
地

改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
二
月
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
四
年
一
月
十
三
日
前
田
川
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

二
本
松
市
二
又
一
一
の
一
、
七
五
の
一
、
七
六
、
八
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
二
本
松
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
二
本
松
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
富
岡

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
上
手

変
更
前

一
〇
・
四
〜

七
七
八
・
〇

大
越
線

岡
字
下
千
里
一
三
九
番
地

四
七
・
二

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
手

変
更
後

一
〇
・
四
〜

七
七
八
・
〇

岡
字
後
田
四
六
番
三
地
先

二
六
・
七

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
富
岡
大
越
線

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
上
手
岡
字
下
千
里

令
和
四
年
一
月
二
五
日

一
三
九
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
手
岡
字
後
田
四

六
番
三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
八
九
号

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
青
生
野
字
江
堀

令
和
四
年
一
月
二
五
日

五
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
青
生
野
字
青
生

野
一
一
七
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

双
葉
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

双
葉
都
市
計
画
一
団
地
の
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
事
業

中
野
地
区
一
団
地
の
復
興
再

生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
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三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公

告

公
告
第
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

高
郷
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

國
雄

喜
多
方
市
高
郷
町
峯
字
馬
落
乙
二
五
二
番
地

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七

条
又
は
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施

設
と
し
て
、
令
和
四
年
一
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

社
会
福
祉
法
人
北
信
福
祉
会

特
別
養
護
老

田
村
市
船
引
町
椚
山
字
池
ノ
辺
一
―
一

人
ホ
ー
ム

ハ
ッ
ピ
ー
愛
ラ
ン
ド
た
む
ら


